
令和８年度 和光市学校生活支援員の登録について 

 

１ 目   的 

  障害等により著しく学校生活への適応が困難な児童・生徒が在籍する市内の小・中学

校に対して、豊かな学校生活を過ごせることを目的として、必要に応じ学校生活支援員

を配置するものとする。 

 

２  登録資格 

 （１）性別、国籍等は問わない。 

（２）地方公務員法第１６条に該当する者は、前項の規定に係らず、生活支援員の選考

   に志願することはできない。 

 

３ 内  容 
  支援員は、学校長及び担当教師の指揮監督のもと、日常の教育活動において、以下の 

支援及び介助に従事する。  

 （１）学校内での受入と見送り 

 （２）授業中の支援、特別教室への移動介助 

 （３）休憩、自由時間等における安全確保及び補助 

 （４）給食の運搬と食事の介助 

 （５）排泄行動の介助 

 （６）児童・生徒の衣服の着脱介助 

 （７）その他、必要な生活支援 

 

４ 待遇及び勤務条件 

 （１）身分 会計年度任用職員 

 （２）給与【参考：令和７年度】 

報酬（日額）６，９３０円～８，４７０円（地域手当を含む）５時間勤務 

       ※ 高卒 ６，９３０円～ 大卒 ７，４００円～ 

報酬（地域手当を含む）の他、交通費を支給する。任用時間及び期間が一

定以上の方は、賞与に相当する期末手当を支給する。 

 （３）期間 令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）まで 

        週５日及び１日５時間以内（年間２００日以内） 

（４）その他 社会保険等、有給休暇等 

 

※ 令和８年度予算の成立状況等によっては、勤務条件が変更されたり、採用されない場

合があります。 

 

 

 

 

 

 



５ 登録方法 

 (1) 受付期限 令和７年１０月２４日（金）～１１月２１日（金）（郵送の場合は必着） 

 

 

 (2) 受 付 先 和光市教育委員会 

         住所  和光市広沢１－５ 和光市役所４階 学校教育課 

         電話  ０４８－４２４－９１４９（内線２４１１）担当：瀧本 

 

 (3) 提出するもの 履歴書（市販のもの） 

         ※勤務できる曜日、時間帯を必ず記入する。 

 

 (4) 留意事項等 ・登録後、選考の上採用いたします。 

         ・継続を希望される方についても事前の面接を実施いたします。 

 

※ 採用が決定後、採用される方は健康診断が必要です（健康診断の費用は実費自己負担 

また６ヶ月以内に受診した健康診断結果でも可）。 


